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圓

眞

鑑
真
に
従

っ
て
来
朝
し
た
天
台
僧
思
託
に
よ
っ
て
延
暦
初
頭
に
撰
述

さ
れ
た

『
延
暦
僧
録
』
は
、
早
く
に
散
逸
し
た
為
、
今
日
で
は
そ
の
残

簡
が

『日
本
高
僧
伝
要
文
抄
』
、
『
扶
桑
略
記
』
、
『東
大
寺
要
録
』
、
『
本

朝
高
僧
伝
』
等
の
中
に
見
出
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
が
、

そ
の
う
ち

『
延

暦
僧
録
』
を
最
も
多
く
援
用
し
て
い
る

『
日
本
高
僧
伝
要
文
抄
』
に
は

奈
良
時
代

に
文
人
と
し
て
名
の
知
ら
れ
た
石
上
宅
嗣
の
伝
記
が
芸
亭
居

士
と
い
う
居
士
号
を
附
さ
れ
て
収
め
ら
れ
て
い
る
。

石
上
氏
は
も
と
は
物
部
氏
で
、
宅
嗣
の
祖

父

の
麻
呂
、

父

の
乙
麻

呂
、
宅
嗣
と
父
子
三
代
の
作
品
が

『
万
葉
集
』
に
収
め
ら
れ
る
珍
し
い

歌
人

一
族

で
あ
り
、
『
懐
風
藻
』
、
『
経
国
集
』
に
そ
の
詩
が
載
せ
ら
れ

る
と
い
う
漢
意
に
通
じ
た
文
人
達
で
あ

っ
た
。
更
に
彼
等
は
、
麻
呂
が

天
武
天
皇
五
年
に
遣
新
羅
使
と
し
て
半
島
に
渡
り
、
乙
麻
呂
は
渡
唐
で

き
な
か

っ
た
も
の
の
天
平
年
間
に
遣
唐
使
に
任
ぜ
ら
れ
、
宅
嗣
は
天
平

宝
字
五
年
に
遣
唐
副
使
に
任
ぜ
ら
れ
る
と
い
う
当
時
の
い
わ
ゆ
る
国
際

派

一
族
で
も
あ

っ
た
。
宅
嗣
は
、
淳
仁
天
皇
と
孝
謙
上
皇
と
の
不
和
に

よ
る
遣
唐
使
派
遣
中
止
の
為
、

入
唐
こ
そ
で
き
な
か

っ
た
も
の
の
、
宝

亀
十
年
に
は
唐
の
使
者
孫
興
進
の
饗
応
時

の
宣
勅
使

を

つ
と
め

て
い

る
。

こ
う
し
た
石
上

一
族
は
又
別
の
面
を

も
備

え
て

い
た
。
麻

呂

は

『続
日
本
紀
』
巻
七
の
卒
伝
に
、
そ
の
死
に
際
し
て
「
百
姓
追
慕
。

無
レ

不
二
痛
惜
一焉
」
と
特
記
さ
れ
て
い
る
如
く
、
左
右
大
臣
に
任
ぜ
ら
れ
て

善
政
を
布
き
、
民
心
を
収
め
、
そ
の
徳
を
仰
が
れ
た
官
人
で
あ

っ
た
。

一
方
乙
麻
呂
は
恋
愛
事
件
に
よ
っ
て
土
佐
国

へ
配
流
さ
れ
る
と
い
う
詩

人
的
奔
放
さ
を
有
す
る
反
面
、
召
還
後
す
ぐ
西
海
道

の
巡
察
使
と
し
て

肥
後
国

の
洪
水
と
地
震
に
よ
る
惨
状
を
目
の
あ
た
り
に
し
て
、
帰
京
後

田
租

の
原
免
を
上
奏
し
た
人
で
あ

っ
た
。
斯
様
な
祖
父
と
父
を
有
す
る

宅
嗣
は
、
藤
原
良
継

・
佐
伯
今
毛
人

・
大
伴
家
持
等
と
時
の
専
制
的
な

権
力
者
藤
原
仲
麻
呂

の
排
斥
を
企
て
る
血
気
盛
ん
な
三
十
代
を
過
し
た

後
、

晩
年
に
は
大
納
言
正
三
位
に
ま
で
昇
進
し
た
。
そ
し
て
そ
の
卒
伝

に
よ
れ
ば
自
ら
の
旧
宅
を
阿
閾
寺
と
す
る

一
方
、

そ
の

一
隅
に

「内
外

両
門
本
為
二
一
体
こ

と
の
考
え
方
に
立
脚

し
て

「為
レ助
二内
典
幻
加
二

置
外
書
こ

芸
亭
院
を
設

け
て
、
閲
覧
を
希
望
す

る
好
学
の
士
に
広
く

開
放
し
た
の
で
あ
る
。
因
み
に
こ
れ
は
我
国
最
古

の
図
書
館
と
い
わ
れ

石
上
宅
嗣

と
最
澄

の
奴
碑
解
放
観

に

つ
い
て
 
(
斎

藤
)
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る
。
又
彼
は
思
託
撰
述

の

『大
唐
伝
戒
師
僧
名
記
大
和
上
鑑
真
伝
』
を

基
に
淡
海
三
船
が
撰
し
た

『唐
大
和
上
東
征
伝
』
の
巻
末
に
、
思
託

法
進
等
と
共

に
鑑
真

の
入
寂
を
傷
む
五
言
律
詩
を
製
し
て
い
る
様
に
、

鑑
真

・
思
託

・
法
進
等
と
知
己
の
関
係
に
あ

っ
た
。

扱
て
、
そ

の
友
人
思
託
の

『
延
暦
僧
録
』
中

の
芸
亭
居
士
伝
に
よ
る

と
、
宅
嗣
は
梵
行
と
い
う
法
号
を
有
し
、
「単
持
二
一
鉢
り
手
貫
二
三
衣
こ

と
共
に

「仰
二
四
真
諦

一帰
二心
三
宝
こ

と
い
う
出
家
同
様

の
生
活
を
送

る

一
方
、
「
芸
亭
東
北
建
二
方
丈
室
一唯
留
二
一
床
幻
斎
二
心
六
時
一存
二
念

三
宝
こ

し
て
い
た
。
し
か
も
そ
の
撰
す
る

『
三
蔵

三
頗
』
は
唐
使

に

託
し
た
と
こ
ろ
、
当
時
の
長
安
仏
教
界
の
重
鎮
飛
錫
等
が
日
本
国
に
も

維
摩
居
士
が

い
た
の
か
と
認

っ
た
と
さ
れ
る
程
の
も
の
で
あ

っ
た
と
い

う
。
又

『
東
域
伝
燈
目
録
』
に
よ
る
と
宅
嗣
は

『
浄
名
経
讃
』
を
撰
述

し
て
お
り
、

さ
な
が
ら
彼
自
身
維
摩
居
士
た
ろ
う
と
し
た
趣
き
が
あ

っ

た
様
で
あ

る
。
更
に
彼
に
は
行
基
の
行
 
や
、
最
澄
の

『
六
条
式
』
を

想
起
せ
し
め
る
よ
う
な

「堅
レ山
穿
レ
沼
植
レ竹

栽
レ花
。
橋
渡
二生
死
之

河
叩
船
済
二
投
於
彼
崖

こ

と
い
う
社
会
事
業
的
な
活
動
が
あ

っ
た
と
い

う
。

こ
う

し
た
宅
嗣
の
仏
教

へ
の
傾
倒
と
、
仏
教
の
慈
悲
の
精
神
を
自

ら
の
行
動

と
し
て
社
会
の
中
に
具
体
化
す
る
姿
に
、
思
託
は
居
士
号
を

奉
じ
て

『
延
暦
僧
録
』
中
に
そ
の
伝
記
を
収
め
た
と
思
わ
れ
る
。

更
に
彼

に
は

「放
二碑
奴

一出
レ賎
」
と
い
う
行
 
が
あ

っ
た
と
い
う
。

こ
れ
は
恐

ら
く
奴
碑
を
賎
身
分
か
ら
解
放
し
て
良
民
と
し
、

こ
れ
を
出

家
せ
し
め
て
阿
閾
寺
の
僧
と
し
た
事
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
当
時
の

律
令
体
制
下
で
は
唐
制
に
則

っ
た
良
賎
制
が
確
立
し
て
お
り
、
奴
碑
は

そ
の
中
で
賎
民
中

の
陵
戸

・
官
戸

・
家
人
の
下
位

に
官
奴
碑

・
私
奴
碑

と
し
て
位
置
す
る
社
会

の
最
下
層

の
人
間
で
、
そ

の
売
買

・
譲
与

・
質

入
は
所
有
者
の
自
由
と
い
う
家
畜
同
然
の
存
在
で
あ

っ
た
。
し
か
も
奴

碑
は
良
民
の
三
分
の

一
の
口
分
田
を
班
給
さ
れ
な
が
ら
課
税
の
対
象
外

と
さ
れ
て
い
た
の
で
、

こ
れ
を
所
有
す
る
中
央
貴
族
や
地
方
豪
族
に
と

っ
て
有
力
な
財
産
と
な

っ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
供
給
源
は
非
常
に
限

ら
れ
て
お
り
、
官
奴
碑

の
場
合
専
ら
蝦
夷
の
捕
虜
、
没
官
者
の
奴
蝉
、

或
い
は
朝
鮮
半
島
諸
国
か
ら
の
朝
貢
で
あ
り
、
民
間
で
は
主
家
に
生
ま

れ
た
家
生
奴
が
大
半
で
あ

っ
た
。
従

っ
て
奴
碑
は
主
家

の
貴
重
な
資
財

で
あ
り
、

そ
の
上
我
国
で
は
中
国
よ
り
も
良
賎
間

の
差
別
が
厳
し
か

っ

た
。

そ
れ
だ
け
に
奴
碑

の
解
放
例
は
極
め

て
稀

少

で
あ

っ
た

の

で
あ

る
。
そ
の
頃

の
奴
蝉
解
放

の
例
に
は
、
神
護
景
雲

元
年
か
ら
三
年

に
至

る
間
に
寺
院
造
営

の
労
働
力
確
保

の
為
、
幾
度
か
大
寺
院
の
寺
奴
碑
を

解
放
し
て
姓
を
与
え
て
良
民
と
し
た
り
、
鹿
島
神
宮

の
神
奴
が
良
民
と

さ
れ
た
も
の
が
あ

っ
た
が
、

こ
れ
は
称
徳

・
道
鏡
政
権
下
の
特
殊
例
で

あ

っ
て
、
通
例
奴
碑
が
放
賎
従
良
さ
れ
た
の
は
東

北
地
方

の
軍
事
基
地

建
設

の
為
に
送
ら
れ
た
り
、
略
取
さ
れ
て
奴
碑
と
し
て
売
ら
れ
た
り
、

誤

っ
て
奴
碑

と
し
て
登
録
さ
れ
た
り
し
た
場
二合
及
び
大
赦
令
に
よ
る
も

の
で
あ

っ
た
。

で
は
こ
う
し
た
奴
碑
の
存
在
を
仏
教
で
は
当
時
如
何
に
考
え
て
い
た

か
と
い
う
と
、
天
平
年
間
盛
ん
に
書
写
さ
れ
た

『
仏
説
輪
転
五
道
罪
福
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報
応
経
』

で
は

「為
二
人
奴
嫁

負
債
不
レ償
故
。
為
二人
卑
賎

不
レ礼
二

三
宝

故
。

(中
略
)
好
喜
盗
二人
財
物

者
。
後
堕
二奴
碑
牛
馬
之
中

償
二

其
宿
債
こ

と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
奴
碑
は
僧
尼
令
布
施
条

に

「凡

斎
会
不
レ得
下
以
二奴
碑
。
牛
馬
及
兵
器

死
中布
施
加
其
僧
尼
不
レ得
二
顛

受

一」
と
あ
る
如
く
布
施
と
し
て
受
け
る
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
て
い
た
が
、

実
際
は
中
国

の
場
合
と
同
様
盛
ん
に
寺
院
に
寄
進
さ
れ
、
彼
等
は
賎
院

に
住
し
て
寺
域
や
寺
田
の
労
役
に
従
事
し
て
い
た
。
中
国

で
は

『高
僧

伝
』
巻
十
に
出
る
慧
安
や
慧
遠
の
如
く
、
寺
奴
碑
か
ら
出
家
を
許
さ
れ

後

に
高
僧
と

な

っ
た
例

も
見

ら
れ
る
が
、
『
十
諦
律
』
巻

二
十

一
に

「語
二諸
比
丘
幻
従
レ
今
奴
大
家
不
レ放
。

不
レ
応
レ與
二
出
家
叩
若
與
二
出

家

得
二突
吉
羅
罪

こ

と
あ
る
様
に
小
乗
律
で
は
奴
碑
出
家
を
禁
じ
て

お
り
、
律
令
制
護
持
を
旨
と
す
る
我
国
僧
綱

の
下
で
は
僧
尼
令
出
家
条

の
義
解
に

「其
依
二内
教

奴
碑
者
不
レ許
二出
家
こ

と
あ
る
の
が
そ
の

基
本
的
立
場
で
あ

っ
た
。
但
、
同
じ
義
解
中

に

「尚
放
レ
賎
成
レ良
詑

後
。
自
欲
成
二僧
尼
一者
。
錐
二還
俗

更
追
不
レ
帰
二旧
主
一也
」
と
あ
る

事
か
ら
、
例
外
的
に
奴
主
が
自
ら
願

っ
て
奴
碑

の
出
家
を
許
す
為
放
賎

従
良
し
た
場
合
は
奴
碑
の
出
家
も
認
め
ら
れ
て
い
た
事
が
知
れ
る
。
し

か
し
斯
様
な
奴
碑
出
家
は
奴
主
の
側
か
ら
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
慈
悲

の
立
場
か
ら
す
る
放
生
思
想
に
通
ず
る
も
の
で
あ
る
。
石
上
宅
嗣

の
奴

碑
解
放
も
こ
う
し
た
立
場
か
ら
す
る
も
の
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
と

は
い
え
上
述

し
た
様
な
時
代
情
況
下
に
於
け
る
こ
の
種
の
宅
嗣
の
行

は
注
目
に
価
す
る
も
の
で
あ
り
、

こ
れ
を
居
士
た
る
所
以
の
行
為
と
し

て
思
託
は
書
き
記
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

最
澄
は

『
顕
戒
論
』
巻
上
に
於
い
て
聖
徳
太
子

慧
思
禅
師
後
身
説
を

『
延
暦
僧
録
』
を
典
拠
に
述
べ
て
い
る
事
か
ら
明

白
な
様

に
、
『延
暦

僧
録
』
を
披
読
し
て
い
た
。

そ
の
最
澄
は
宅
嗣
没
後
四
十
年
に
し
て
、

放
生
思
想
か
ら
で
は
な
く

『
梵
網
経
』
に
依
拠
し

て
よ
り
徹
底
し
た
立

場
か
ら
す
る
奴
碑
出
家
論
を

『
顕
戒
論
』
巻
中
に
於
い
て
展
開
し
た
。

即
ち
彼
は
僧
綱
に
対
し
て

『
梵
網
経
』
を
引

い
た
後
、

「明
知
。
奴
碑

已
上
。
能
受
レ戒
者
。
若
依
二菩
薩
戒
殉
出
家
修
道
。
皆
名
為
レ
僧
。
若

請
二僧
次

時
。
可
レ差
二僧
次
ご

と
述
べ
、
奴
碑

も
出
家

の
有

資
格
者

で
あ
る
事
は
勿
論
、

一
度
出
家
す
れ
ば
世
俗
の
身
分
に
関
係
な
く
先
に

受
戒
し
た
者
が
上
座
す
べ
き
で
あ
る
と
明
言
し
た

の
で
あ
る
。

こ
の
最

澄
の
主
張
は
、
そ
の
四
十
六
年
後
の
貞
観
七
年
三
月
二
十
五
日
に
発
せ

ら
れ
た

「國
家
不
放
之
人
。
債
負
之
人
。
黄
門
奴

碑
之
類
。
非
二是
戒

器

故
佛
不
レ聴
二受
戒
一」
と
の
太
政
官
牒
と
二
重
写
し
で
考
え
る
時
、

誠
に
画
期
的
な
発
言
で
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
。
他
方
又
こ
れ
は
天
平
末

に

「優
婆
塞
貢
進
解
」
に
修
行
者
の
読
諦
経
典
と
し
て
、
或
い
は
写
経

に
於
い
て
、
『
梵
網
経
』
を
は
じ
め
と
す
る
菩
薩
戒
関
係

の
経
典

が
現

わ
れ
、
急
激
に
菩
薩
戒
経
典
が
流
布
し
て
い
っ
た
時
代
の
流
れ
に
即
応

し
た
主
張
で
も
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

〇

註
は
紙
幅
の
関
係
上
省
略
。

(大
正
大
学
綜
合
仏
教
研
究
所
研
究
員
)
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